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身体障害者入所授産施設の実態に関する研究
自立支援法移行後の居住実態について
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A STUDY ON RESIDENTIAL AND VOCATIONAL FACILITIES FOR 
PERSON WITH PHYSICAL DISABILITIES

Living condition under services and suports for persons with disavilities act

Ch. Matsuda Yujji

In this research, how existing residential and vocational facilities for person with physical disabilities adapt the new service system 
of Services and Supports for Persons with Disabilities Act, and changes that is caused by this new system on residents living in these 
facilities are studied. The results are as follows: 1) Most of facilities changed into support for person in residential care and care for 
daily life. 2) Some of facilities were originally established as housings for workers with physical disabilities. 3) Because support for 
persons in residential care didn’t admit users to use working programs, some of people had to quit working. 4) Social inclusion thorough 
Group homes and Care homes for person with physical disabilities are difficult, because these houses have to be barrier-free enough.

　本研究では，障害者自立支援法（現障害者総合支援法）による新体系に，旧法上の身体障害者入所授産施設がどのように対応したのか，

また新体系に移行することにより利用者にどのような影響が生じたのか，明らかにすることを試みた。結果として，大多数の施設が施設

入所支援に移行していること，また施設によっては就労の場に付随した寮として設立されたものがあり，就労を原則として認めない施設

入所支援に移行したために就労の継続ができなくなってしまったものがあること，またハード面での制約から現状ではグループホーム・

ケアホームを利用した身体障害者の生活の地域移行が困難であることが示された。
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1.　研究の目的と背景
1.1　研究の背景
　2005 年の障害者自立支援法（2013 年より障害者総
合支援法に改正，以下「支援法」とする）の成立により，
障害者を取り巻く法的環境は劇的に変化した。まず，こ
れまで身体・知的・精神と障害種別にそれぞれ制定され
ていた「福祉法」が一元化され，原則としてひとつの制
度でサービスが提供されることになった。次にサービス
体系が「日中活動」と「居住支援（夜間の住まい）」に
分割された注１）。これにより，これまでの施設における
包括的なサービスは原則として廃止され，いわゆる施設
的な環境においても日中活動と居住支援の組み合わせに
よってサービスが提供されるようになった。
　これらの障害者制度の再構築は，支援法が掲げる基本
理念である「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実
現」のためのものであった。居住支援については「施設
から地域へ」との流れが明確化され，地域での居住の場

としてはグループホーム・ケアホーム（以下「GH 等」
とする）」注２）が想定された。
　これら一連の改革は，その理念においてはこれまでの
硬直化した状況を一変させる可能性のある，画期的なも
のと言える。しかし，新制度の運用が始まるとともに，
多くの課題が明らかになった。以下，施設に入所してい
る身体障害者に関する課題に関し，簡単に説明する。
　まず，新制度における居住支援サービスには最重度の
利用者を想定した「施設入所支援」注３），GH 等，そし
て「ホームヘルプ」を利用した一般の住宅での生活が用
意されたが、施設入所支援を利用するためには，障害程
度区分注４）が４以上（50 歳以上のものは３以上）でな
くてはならないとされた注５）。次に，支援法成立時には
GH 等の利用者には身体障害者が含まれていなかった（そ
の後 2009 年７月に厚生労働省の通達で身体障害者も利
用者に加えられた）。加えて居住支援として施設入所支
援を選択したものは，日中活動は「生活介護」注６）のみ
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に制限された（この条件は 2011 年 10 月に緩和された）。
　身体障害者入所授産施設とは，身体障害者福祉法に
よって定められた「身体障害者で雇用されることの困難
なもの又は生活に困窮する者等を入所又は通所させて，
必要な訓練を行い，かつ，職業を与え自活させる施設」
である。この施設が新体系に移行する場合，就労を継続
するならば施設に留まることはできず，また施設に留ま
ることを望むのであれば就労を継続できない可能性が
ある。このような状況のなかで，2012 年（平成 24 年）
３月末日に，すべての旧法施設が新体系に移行した。

1.2　研究の目的
　本研究は，身体障害者入所授産施設の利用者が支援法
の導入と新体系への移行によってどのような影響を受
け，その住生活環境にどのような変化があったのか，明
らかにすることを目的とする。同時に，「施設から地域
へ」という支援法の理念がどの程度実現された，または
されなかったのか，その理由とともに明らかにすること
も目的とする。

2.　調査の概要
2.1　調査手法の概要
　本研究は，旧法上の身体障害者入所授産施設を対象と
した，支援法による新体系への移行状況に関する調査
と，そのうちの 15 施設に対して行った訪問によるヒア
リング・アンケート調査からなる。

2.2　新体系への移行状況に関する調査
　本調査では，WAM NET 注７）上で 2011 年 3 月時点に
て「身体障害者入所授産施設」として登録されていた
170 施設について，新体系においてどのようなサービ

3.　新体系への移行状況に関する調査結果
3.1　居住支援・日中活動関する調査結果
　新体系への移行状況に関する調査結果について，ま
ず居住支援の移行状況を以下に示す（図 3-1）。移行先
としては施設入所支援（GH 等を併設した 18 事例含む）
が約 85％を占めている。GH 等は５％弱にとどまり，福
祉ホーム注９）・入所事業廃止は約３％である。次に，日
中活動の移行状況を示す（図 3-2）。ここでは，生活介
護を日中活動の支援内容に持つものを「生活介護型」，
それ以外のものを「就労継続型」として分類した。
　結果，生活介護型には 135 事例が，就労継続型には
28 事例が分類された（不明は 7 事例）。生活介護型を
見ると，生活介護のみに移行した事例が 82 事例（48.2％）
と，全体の約半数を占める。また生活介護＋就労継続支

1.3　既往の研究
　支援法成立後の身体障害者入所授産施設に関する研究
は極めて少ないが，畑野（2007）文１）は身体障害者療
護施設の経営者の立場から，支援法のみによる地域生活
や就労の継続の困難を述べ，授産施設や通所施設の利用
者を含めた外出行動に関するアンケート調査を行った稲
垣（2004）文２）は，授産施設や通所施設の利用者の外
出行動に関するアンケート調査より，現行制度における
入居者支援や外出行動の促進が難しいと述べている。本
研究は，これらの問題意識を共有しつつ，建築と生活の
面から，身体障害者入所授産施設の現状と今後の展開を
調査するものである。また鈴木（2004）文３）は，海外
における知的障害者グループハウジングを調査し，障害
者の居住環境の向上を主張している。本研究は対象にお
いて異なるが，居住環境のあるべき姿を求めるという点
で，方向性においてこの研究と一致している。

表 2-1　ヒアリング項目の概要
１）概要 現在のサービス体系／入居者の障害程度の概要
２）新体系移行前後について 移行する際の課題

新体系に移行して良かった点／悪かった点
３）地域移行について GH 等を設立する予定の有無

一般の住宅に移行する人の有無
４）今後の課題 高齢化・重度化について

今後の身体障害者の居住の場について

スに移行したのか調査を行った。具体的には，旧法上の
施設名を WAM NET 上で検索し，日中活動・居住支援そ
れぞれについて，どのようなサービスに移行したのか確
認を行った。なんらかの理由で WAM NET 上に情報が存
在しない場合は，当該施設や運営法人のホームページ等
を調査し，現状でのサービス内容を確認した注８）。

2.3　訪問によるヒアリング調査の概要
　新体系への移行状況に関する調査結果を受け，移行形
態や立地の面で多様性を担保できるように調査対象事例
のサンプリングを行い，訪問によるヒアリング調査への
協力を依頼した。結果として，計 15 事例より調査協力
を得ることができた。ヒアリングの対象者は，支援法に
よる移行前後の状況をよく知る施設の管理責任者，ない
し職員の方にお願いした。ヒアリング項目は現在のサー
ビス体系の詳細や新体系移行時の状況，地域移行の状況
等である（表 2-1）。ヒアリング調査は 2012 年 11 月か
ら 2013 年８月にかけて行った。
　ヒアリング調査時には，入居者数が約 170 であった
事例 H を除き，すべての施設にて入居者それぞれの年齢，
居住年数，車いすの利用の有無と種類，また屋内移動・
入浴・トイレ・着替え・食事・意思決定・意思伝達の自
立度（自立・半介助・全介助の 3 段階評価）について
アンケート票を配布し，後日回収した。記入は施設職員
にお願いし，計 14 施設，556 名についてのデータを取
得した。なお，事例 C・Ｊ・M については施設入所支援
に移行した入居者のみを，事例Ｋ・Ｏについては GH 等
に移行した入居者のみを対象とした。
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3.2　日中活動・居住支援の組み合わせに関する結果
　次に，日中活動と居住支援の組み合わせについて集計
を行った。ここでは，居住支援について「入所事業廃止」

「その他」「不明」を除外した 158 施設を対象とした。
　まず，施設入所支援に移行した事例について示す（図
3-3）。ここでも日中活動に生活介護を支援内容に持つも
のと，それ以外で分類した。まず生活介護を支援内容に
持つものについて，全 145 施設のうち半数以上（81 事例）
が生活介護のみで，次に生活介護＋就労継続支援 B 型
の組み合わせ（28 事例）が多い。その他就労移行支援
注 11），就労継続支援 A 型注 12）などを合わせた生活介護型

図 3-1　新体系における居住支援の状況

図 3-2　新体系における日中活動の状況

図 3-3　施設入所支援に移行した施設の日中活動

図 3-4　GH等・福祉ホームに移行した施設の日中活動
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援Ｂ型注 10）に移行した事例が 30 事例（17.6％）とその
次に多い。就労継続型をみると，就労継続支援 B 型の
みに移行した事例が 13 事例（7.6％）ともっとも多い。

4.　ヒアリング調査対象施設の新体系移行前後の状況
4.1　調査対象施設の新体系移行前後の概要
　ヒアリング調査を行った施設の新体系移行前後の概要
を示す（表 4-1）注 13）。ヒアリング調査からは、まず調
査対象施設には「重度身体障害者入所授産施設（以下「重
度」とする）」と「身体障害者入所授産施設（以下「一般」
とする）」の２種類があること注 14），事例Ｅ・Ｏは一般
と重度の 2 施設からなること，事例Ｍは一般と「通所ホー
ム」注 15）の 2 施設からなることが判明した。施設の設
立年を見ると事例 J の 1962 年がもっとも古く，事例 C

全体は計 129 施設であった。他方，日中活動に生活介
護を持たない施設は全体で 16 施設と少なく，そのなか
でもっとも多いものが就労継続支援 B 型のみの 9 施設
である。次に，GH 等・福祉ホームに移行した 15 施設
を見ると（図 3-4），すべてなんらかの就労支援系のサー
ビスを含んだ支援体系に移行していることがわかる。

地域 旧体系施設種別 設立年 旧定員 移行時期 居住支援 定員 日中活動 階数
事例 A 関東 重度身体障害者入所授産施設 1971 年 50 名 2012 年 3 月 施設入所支援 45 名 生活介護 地上 3 階
事例 B 中国 身体障害者入所授産施設 1983 年 40 名 2012 年 4 月 福祉ホーム 40 名 就労継続支援 B 型 平屋

事例 C ｰ 1 九州 重度身体障害者入所授産施設 1987 年 50 名 2008 年 3 月 施設入所支援 50 名 生活介護，就労継続支援 B 型 平屋
事例 C ｰ２ GH 等 7 名 就労継続支援 B 型，一般就労 平屋

事例 D 中国 身体障害者入所授産施設 1984 年 31 名 2012 年 3 月 施設入所支援 31 名 生活介護 平屋
事例 E ｰ 1

北海道 身体障害者入所授産施設 1963 年 30 名 2012 年 4 月 施設入所支援 30 名 就労継続支援 B 型 平屋
事例 E ｰ 2 GH 等 7 名 就労継続支援 B 型，一般就労 平屋
事例 E ｰ３ 重度身体障害者入所授産施設 1982 年 50 名 2012 年 4 月 施設入所支援 40 名 生活介護 平屋

事例 F 中部 重度身体障害者入所授産施設 1981 年 40 名 2011 年 4 月 施設入所支援 40 名 生活介護 地上 2 階
事例 G 中部 身体障害者入所授産施設 1969 年 40 名 2010 年 4 月 GH 等 28 名 就労継続支援 B 型 地上 2 階

事例 H ｰ 1 九州 身体障害者入所授産施設 1966 年 285 名 2012 年 4 月 施設入所支援 140 名 就労移行支援，就労継続支援 B 型 地上 7 階
事例 H ｰ２ 施設入所支援 30 名 就労移行支援，就労継続支援 B 型 地上 3 階

事例 I 関東 身体障害者入所授産施設 1974 年 90 名 2011 年 4 月 施設入所支援 68 名 就労移行支援，就労継続支援 B 型 地上 2 階
事例 J ｰ 1 中部 身体障害者入所授産施設 1962 年 80 名 2011 年 4 月 施設入所支援 60 名 生活介護 平屋
事例 J ｰ２ GH 等 6 名 （入居者未定） 平屋
事例 K ｰ 1 東北 重度身体障害者入所授産施設 1978 年 30 名 2006 年 10 月 福祉ホーム 30 名 就労継続支援 A 型，就労継続支援 B 型 地上 3 階
事例 K ｰ２ 2010 年 2 月 GH 等 13 名 就労継続支援 A 型，就労継続支援 B 型 不明
事例 L ｰ 1 東北 重度身体障害者入所授産施設 1965 年 70 名 2009 年 5 月 施設入所支援 35 名 生活介護 平屋
事例 L ｰ２ 福祉ホーム 30 名 就労継続支援 B 型 平屋
事例 M ｰ 1

中国 身体障害者入所授産施設 1973 年 60 名 2010 年 10 月 施設入所支援 30 名 就労継続支援 B 型 地上 5 階
事例 M ｰ２ 施設入所支援 60 名 生活介護 地上 5 階
事例 M ｰ３ 通所ホーム 1984 年 15 名 2011 年 2 月 GH 等 15 名 就労継続支援 B 型 地上 3 階

事例 N 四国 重度身体障害者入所授産施設 1976 年 50 名 2010 年 4 月 施設入所支援 40 名 生活介護，就労継続支援 B 型 平屋＋地上 2 階
事例 O ｰ 1 北海道 重度身体障害者入所授産施設 1968 年 40 名 2010 年 10 月 施設入所支援 40 名 生活介護，就労移行支援，就労継続支援 B 型 地上 2 階
事例 O ｰ２ 身体障害者入所授産施設 1964 年 40 名 2012 年 2 月 GH 等 27 名 就労継続支援 A 型，就労継続支援 B 型 地上 2 階

表 4-1　調査対象施設の概要

生活介護
就労継続支援 B 型 ２事例
就労移行支援 １事例
就労継続支援 B 型＋就労移行支援 １事例

就労継続支援 B 型

２事例
就労継続支援 A 型 ２事例
就労移行支援 １事例
就労継続支援 A 型＋就労移行支援 ２事例

就労継続支援 A 型 ２事例
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4.3　新体系への移行状況
　各事例での新体系への移行の状況を見るため，移行後
の居住支援と日中活動の種類により事例を整理した（表
4-4）。具体的には，居住支援が施設入所支援／福祉ホー
ム／ GH 等のいずれかによって分類し，その中で日中活
動が生活介護のみであるもの，生活介護と就労系の組み
合わせであるもの，生活介護を含まないものに分け，移

4.2　各施設の成立の経緯
　前節で述べたとおり、調査対象施設には重度と一般の
2 種類があり，また他の施設を併設しているなど、単純
にひとつの施設類型として捉えることは難しい。よっ
て，まずそれぞれの施設の性格を把握するため，ヒアリ
ングにて明らかになった各施設の成立の経緯について示
す（表 4-3）。
　もっとも多く見られた経緯は，まず身体障害者の働く
場を作ることから始まり，そこに通勤することが難しい
もののため「寮」として入所棟を設立したというもので
あ る（ 事 例 A・B・E・H・J・K・L・M・N・O） 特 に，

表 4-2　調査対象施設の居室概要

表 4-4　調査対象施設の新体系への移行状況

表 4-3　調査対象施設の成立の経緯

居住支援 居室構成 居室面積
（㎡）

1 人あたり
面積（㎡） 竣工年

事例 A 施設入所支援 個室 12.3 12.3 2010 年
事例 B 福祉ホーム 個室 9.0 9.0 1983 年

事例 C 施設入所支援 4 人部屋（12 室） 31.6 7.9 1987 年2 人部屋（1 室） 20.1 10.1
GH 等 個室 9.0 9.0 2010 年

事例 D 施設入所支援
4 人部屋（6 室） 32.2 8.0

1984 年2 人部屋（3 室） 16.5 8.25
個室（1 部屋） 7.5 7.5

事例 E
施設入所支援 4 人部屋（8 室） 32.4 8.1 1975 年

GH 等 個室 12.2 12.2 2011 年
施設入所支援 2 人部屋（27 室） 16.6 8.3 1996 年

事例 F 施設入所支援 4 人部屋（12 室） 32.5 8.1 1981 年2 人部屋（1 室） 18.0 9.0
事例 G ケアホーム 個室 9.8 9.8 2010 年

事例 H 施設入所支援 2 人部屋（30 室） 25.5 12.7 2011 年個室（80 室） 25.5 25.5
施設入所支援 不明 不明 不明 1981 年

事例 I 施設入所支援 4 人部屋 29.6 7.4 1976 年

事例 J 施設入所支援 4 人部屋 27.0 6.8 1973 年
GH 等 個室 13.3 13.3 2013 年

事例 K 福祉ホーム 個室 22.7 22.7 1987 年
GH 等 個室 不明 不明 不明

事例 L 施設入所支援 個室 15.0 15.0 2009 年
福祉ホーム 個室 15.0 15.0 2009 年

事例 M

施設入所支援 2 人部屋（23 室） 24.6 12.3

2010 年個室（14 室） 13.3 13.3

施設入所支援 2 人部屋（10 室） 24.6 12.3
個室（10 室） 13.3 13.3

GH 等 不明 不明 不明 1984 年

事例 N 施設入所支援 2 人部屋（13 室） 28.4 14.2 2010 年個室（17 室） 11.6 11.6

事例 O 施設入所支援 個室 14.7 14.7 2010 年
GH 等 個室 14.9 14.9 2012 年

の 1983 年がもっとも新しい。旧法上の施設定員は（通
所ホームを除き）30 名から 285 名と幅広いが，285 名
の事例 H を除いた平均値は 47.9 名である。
　加えて，ヒアリング時に受領した施設平面図から，調
査対象施設の居室構成と各居室の面積をまとめた（表
4-2，図面が入手できなかったものは「不明」とした）。
このうち，事例Ａ・Ｈ・Ｎ・Ｏは制度移行に伴い現地で
建て替えられ，事例Ｌは移転新築された。事例Ｍは制度
移行に伴い既存施設を改築（４人部屋を 2 人部屋に改築）
し，加えて個室棟を増築している。居室面積について，
一人あたり居室面積の平均は全体で 11.8㎡であり，居
住支援が施設入所支援の施設の平均は 11.2㎡，福祉ホー
ムの施設の平均は 15.6㎡，GH 等の施設の平均は 11.8
㎡である。

移行時期 居住支援 定員 日中活動
事例 L ー１ 2009 年 5 月 施設入所支援 35 名 生活介護
事例 M ー２ 2010 年 10 月 施設入所支援 60 名 生活介護

事例 F 2011 年 4 月 施設入所支援 40 名 生活介護
事例 J ー１ 2011 年 4 月 施設入所支援 60 名 生活介護

事例 A 2012 年 3 月 施設入所支援 45 名 生活介護
事例 D 2012 年 3 月 施設入所支援 31 名 生活介護

事例 E ー３ 2012 年 4 月 施設入所支援 40 名 生活介護
事例 C ー１ 2008 年 3 月 施設入所支援 50 名 生活介護，B 型

事例 N 2010 年 4 月 施設入所支援 40 名 生活介護，B 型
事例 O ー１ 2010 年 10 月 施設入所支援 40 名 生活介護，就労移行，B 型
事例 M ー１ 2010 年 10 月 施設入所支援 30 名 B 型

事例 I 2011 年 4 月 施設入所支援 68 名 就労移行，B 型
事例 E ー１ 2012 年 4 月 施設入所支援 30 名 B 型
事例 H ー１ 2012 年 4 月 施設入所支援 140 名 就労移行，B 型
事例 H ー２ 2012 年 4 月 施設入所支援 30 名 就労移行，B 型
事例 K ー１ 2006 年 10 月 福祉ホーム 30 名 A 型，B 型
事例 L ー２ 2009 年 5 月 福祉ホーム 30 名 B 型

事例 B 2012 年 4 月 福祉ホーム 40 名 B 型
事例 K ー２ 2010 年 2 月 GH 等 13 名 A 型，B 型

事例 G 2010 年 4 月 GH 等 28 名 B 型
事例 C ー２ 2010 年 12 月 GH 等 7 名 B 型，一般就労
事例 M ー３ 2011 年 2 月 GH 等 15 名 B 型
事例 E ー２ 2011 年 11 月 GH 等 7 名 B 型，一般就労
事例 O ー２ 2012 年 2 月 GH 等 27 名 A 型，B 型
事例 J ー２ 2013 年 4 月 GH 等 6 名 不明

事例 A 身寄りのない傷痍軍人のための働く場所として始まった。

事例 B 隣接するリハビリテーション病院を退院した人の，中長期的な訓練の場とし
て始まった。

事例 C 県内に身体障害者の入所授産施設が 1 箇所しかなく，創設者が自治体の首長
経験者だったこともあり，地域保健福祉の充実のために開設。

事例 D もともとは児童保育に関する事業を行ってきたが，事業拡大に伴い障害者関
係の事業も開始。

事例 E 身体に障害をもつ方の働く場所を作るために開設。その際，住まいが周辺に
存在しなかったため，働く人の寮として入居棟を併設。

事例 F 児童保育を行っていた法人が，地域に少ない身体障害者の働く場所と居住の
場を提供したことが始まり。

事例 G 子ども・高齢者・障害者など幅広い事業を手がける法人が，自治体からの事
業を移管する形で開始。

事例 H 賃金の高い就労の場を身体障害者の提供することから開始。そのため全国か
ら利用者があつまり，職員寮的に入所棟を開設。

事例 I 1970 年代に全国的に作られた大規模コロニーのひとつとして開設。

事例 J 開設当初地域にほとんど存在しなかった身体障害者の働く場として開始。安
い下請けではなく，職人から教わった技術による作品製作を行っていた。

事例 K 退院した内部障害者で，働く場のない方への就労の場である福祉工場がもと
もとのかたち。その職員寮として入所棟を設置した。

事例 L 整形関係の病院を退院した身体障害者で，働く場のない方への就労の場であ
る福祉工場がもともとのかたち。その職員寮として入所棟を設置した。

事例 M 創設者が戦争未亡人と障害者の働く場所を作ったことから始まった。その後
一貫して働く場所の提供を行っている。

事例 N 戦争により障害者となった創設者が，障害者でも働いて稼ぐことの出来る場
所を作ったことがはじまり。その寮として入所棟が設置された。

事例 O 道内にほとんど存在しなかった身体障害者の働く場所として開設。当時周辺
に住宅がまったく存在しなかったため，住宅として入所棟をつくった。

事例 K・L ではもともと「福祉工場」として開設し，当
時福祉工場には社員寮の設置が義務づけられていたため
入所棟を設置している。
　次に多く見られた経緯には，法人の事業展開に伴い身
体障害者の働く場を設置したものがある（事例 C・D・F・
G）。事例 I のみ，1970 年代に各地で作られた「障害者
コロニー」注 16）のひとつとして始められている。
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5．　個別のヒアリング結果
5.1　新体系への移行に際し課題となった事柄
　以下，ヒアリング調査で明らかになった個別の事柄に
ついて述べる。まず新体系への移行時期について，多く
の事例にて支援法の成立（2005 年）から３〜５年，７
事例においては８年もの時間を要した理由を以下にまと
めた（表 5-1）。これより新体系への移行に際し，大き
く分けると以下の４つの課題が存在したことがわかる。
１）施設入所支援と就労系サービスが併用できない（事
例 C・Ｄ・E・G・H・I）：施設入所支援の利用者は，原
則として日中活動は生活介護しか認められていなかっ
た。そのため，就労を継続するためには入居者は施設を
退所せざるを得ず，対応に苦慮している（注５に示した
とおり，2009 年 3 月以降は経過措置として施設入所支

表 5-1　調査対象施設の新体系移行時の状況

事例 A
（施設の老朽化により）建て替えを申請した当初，入所授産施設の建て替えは
認められなかった。交渉を重ねた結果，生活介護事業を行うこと，定員を減
らすという条件のもとで，建て替えが認められた。

事例 B
新体系への移行について，利用者負担の増加やサービスに期限が加えられる
可能性，また煩わしい手続き等の理由から利用者の不利益になると考え，期
限ぎりぎりまで移行しなかった。30 年前に事業がスタートしたときに全室
個室だったことが幸いし、福祉ホームに移行することができた。

事例 C 当初は通所を B 型に移行し，入所は移行しない予定であった。ところが通所
をＢ型に移行したところ入所も同時の移行を求められ，やむなく移行した。

事例 D
新体系移行を（移行期限の）ぎりぎりまで行わなかった。軽度の利用者が半
分であるため，本来望ましいのは生活介護ではなく授産施設。施設入所支援
＋就労継続支援 B 型へ移行するつもりだったが，同一敷地内で（日中と夜間
のサービスを）行うことが認められず，生活介護しか選択肢が無かった。

事例 E 夜間は全員施設入所に移行したが，区分が軽い利用者たちの入所が認められ
るまで新制度に移行できなかったため，ぎりぎりになった。

事例 F 利用者の高齢化重度化のため、生活介護へ切り替えた。移行をぎりぎりまで
待ったのは，授産部分が大きく，その対応に時間がかかったため。

事例 G
もともとの入所授産施設には 40 名の入所利用者がいた。移行する際に GH
等を建設すると 2007 年に決め，それに向けて利用者を 28 名まで減らした。
GH 等にすることに不安がなかったわけではないが，就労＋入居施設は認め
られなかったので，他に選択肢がなかった。

事例 H ぎりぎりまで新体系に移行しなかったのは，日中活動を就労継続にすると入
所ができない可能性があり，判断を待ったため。

事例 I 入所授産施設の利用者は，移行後制度の経過措置があり，当面の間夜間の入
所は可能。就労移行支援（６名）の利用は有期限。

事例 J
利用者がどうしたら変わらず施設にいることができるかを基準に移行を考え
た。新制度移行に際して，本人に情報を与えるようにした。入所して別施設
へ通所・独立・GH 等など，選択肢を提示した。

事例 K
今まで福祉工場として，（利用者は）純粋に労働者として働いてきたが，支援
法では「利用者」の立場になる。そのような問題が洗い出されてくると，自
立支援法の移行が容易でなくなると考え，早期に移行した。

事例 L （もともとの）施設が老朽化してしまい，2009 年に移転新築をした際，あわ
せて新体系に移行した。

事例 M

（入所授産を施設入所＋授産に移行しようとしたところ）最初は施設入所支援
と授産は組み合わせてはいけないということだった。行政と折衝の上半年後
に継続使用ならよい，ということになった。支援法によって GH 等を作って
も良いということだったのだが，身体障害者だけは除かれた。そのため移行
できなかったが，2009 年の 11 月に身体障害者も入れても良いと言う制度
になったため，2010 年度の 2 月に身体障害者の GH 等に移行した。

事例 N
施設入所に移行する利用者の方は，生活介護で無ければならないというとこ
ろが問題だった。利用者さんは，働きながら入所されていたので，やはり工
賃はほしい。ただ，施設入所とどちらをとるかということで，本人や家族の
かたとだいぶ話し合った。

事例 O

以前は職員として採用されている障害者のかたが結構いらっしゃった。一時
は，利用者に全員健康保険と社会保険をかけていたこともある。ところが（新
体系での就労継続支援）Ａ型Ｂ型になって，それぞれ（今までの作業を）継
続できる方とできない方がいて，利用者の皆様に相当な説明を行い，Ａ型と
Ｂ型にわかれてもらった。

行した時期の順にまとめた。これより，居住支援として
施設入所に移行した事例のなかにも，日中活動として生
活介護以外の就労系サービスに移行したものがあること
がわかる。また居住支援において福祉ホームと GH 等に
移行した事例は，すべて生活介護を含まない日中活動を
選択している。加えて 7 事例において，新体系への移
行期限である 2012 年 3 月末前後に移行している。

援と就労系サービスが利用できることとなった）。
２）施設入所支援は重度のものしか利用できない（事例
B・D・E）：上記の点と関連するが，施設入所支援が原
則として重度のものしか利用できないため，軽度の入居
者が多い施設では居住の場の確保が問題となった。
３）身体障害者がグループホームを利用できない（事例
M）：就労を継続するため GH 等に移行しようにも、前
述のとおり支援法開始当初は GH 等の利用者に身体障害
者が含まれず，その後 2009 年７月に制度運用が変更さ
れ，身体障害者も GH 等を利用できるようになるまで移
行を待たなければならなかった。
４）利用者への説明や制度変更への対応が困難（事例 B・
F・J・O）：日中活動として生活介護を選択した事例では，
大きく活動内容が変化するため，入居者への説明や施設
側の対応に時間がかけられている。
　これらの結果からは，入居者の障害程度が軽度で就労
継続を望む施設では，特に 2009 年７月に身体障害者も
GH 等を利用できるようになるまでは，移行したくても
居住の場が確保できない状況であったことがわかる。

5.2　GH 等の設立に関する状況
　次に，GH 等の設立に関する状況や意見を示す（表
5-2）。ほぼすべての事例で前向きな意見が聞かれたが，
身体障害者が住むことのできる GH 等の設立の難しさに
ついても，多くの事例にて指摘された。事例 K では「知
的の GH 等は簡単なのだが，身体の場合はオールバリア
フリーにしなければならない。そこがネック」と述べら
れ，事例 F でも「身体障害者の GH 等をつくりたいとは

表 5-2　GH等の設立に関する状況や意見
事例 A 障害を重複していて重度で地域で生活することが困難な方のために GH 等を

開設しようと考えている。

事例 B（法人が持つ）身体障害者用 GH 等はアパートを改修したものであり，杖の
利用者が入居している。車椅子の利用者は建て直さなければ入居は厳しい。

事例 C 知的障害者の GH 等は，改造で済むが，身体障害者の GH 等は新築しなけれ
ばならない。その上都市部で，自治体から補助も出ないとなると，厳しい。

事例 D GH 等をつくる土地の目星はついているが，資金面の関係で踏み切れない。
身体障害者が入居する GH 等は，バリアフリーでないといけないため。

事例 E 身体障害者 GH 等をつくるにあたって，スペースが無いとストレスになるた
め，広いことが大前提であった。その分経費がかかった。

事例 F 身体障害者の GH 等をつくりたいとは考えているが，現実的には難しい。知
的や精神の GH 等と違い，改造しなければならないため，開設が難しい。

事例 G GH 等の強みは入居者の区分が上がると収入が上がる点だが，その分設備投
資が必要。当施設も，エレベーター，リフトの導入を検討しなければならない。

事例 H
GH 等のニーズも分かるが，地域の住宅を改修して住むことこそが地域へ出
るということだと考える。しかし現在の補助金額では困難。また GH 等に入っ
たときに家賃や生活費などの毎月 6 〜 7 万円を払える利用者は少ない。

事例 I 他法人の身体障害者 GH 等や福祉ホームはあるが，交通の便が悪い場所にあ
り通所に不便。当法人は，将来的に障害者の GH 等をつくろうと考えている。

事例 J 現在建設している GH 等は男性専用だが，そう遠くないうちに女性用の GH
等も開設したいと考えている。GH 等事業は利益が発生しないが。

事例 K
知的の GH 等は簡単なのだが，身体の場合はオールバリアフリーにしなけれ
ばならない。そこがネック。エレベータは維持費もかかるので，平屋。する
と土地の取得も馬鹿にならない。

事例 L
福祉ホーム 1 棟を来年度から GH 等に転換できないかということで，今準備
をしている。入居者の障害が重度化し，身辺自立が難しくなってきたため。
そのため大変な人のために夜間支援がきちっとできる GH 等が必要であると
いうことになり，転換しようということになった。

事例 M 知的・精神の場合は設備投資をしなくても良い。民家を借り上げて GH 等を
作ることができる。しかし車いすの人は改造しないと生活できない。

事例 N
このあたりは，民間のアパートは空いている。学生用のアパート。しかし，
これまでここで暮らしていた人が，そのようなアパートできちんと暮らして
いけるか心配している。

事例 O
昔の入所棟は老朽化しており，また支援法の考え方より，GH 等に移り利用
者のニーズに応えたいと考えた。今後の増設も考えなければならないが，も
う少し落ち着いたところでと考えている。
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5.3　新体系移行による入居者の住生活環境の変化
　新体系への移行による入居者の住生活環境の変化につ
いて，ヒアリング結果を示す（表 5-3）。この結果からは，
同じ身体障害者入所授産施設といえども，その成立や過

程によって大きく状況が異なることがわかる。
　事例 E・H・L・M・O は，開設当初ほとんど就労の場
が存在しなかった身体障害者に就労機会を与え，その付
属寮として入所機能を始めている（表 4-3）。事例 M も，

「就労の場」の付属機能としての入所機能の意味合いが
強い。これらの事例では，支援法による新体系によって
施設入所が就労ができないひとのためのサービスと見な
されたことで，入居者の居住の場の選択肢が狭まってし
まったとしている。事例 E では「次のステップへ進む
流れはなくなってしまった」との意見が，事例 H では「支
援法によって障害者の居住の場が減っている」との意見
が聞かれた。就労のあり方についても，これらの事例か
らは疑問が示され，事例 L では新体系によってこれま
での「労働者」がサービスの「利用者」になってしまい，「利
用者の方は非常にプライドが傷つけられた」との意見が
聞かれた。事例 M では「どんなに障害が重たい人でも（中
略）環境を変えることによって働けるときた」とし，「（時
間は限られていても働くことが）生きる意欲につながる
し，参加することの豊かさである」と述べられ，重度の
障害を持つことがすなわち就労できない，となりかねな

考えているが，（中略）知的や精神の GH 等と違い改造
しなければならないため，開設が難しい」としている。
　事例 C・E・G・J・O では，新体系への移行にあわせ
て GH 等を新設している（図 5-1）。事例 C は GH 等を
新築しているが、利用者は障害程度が軽度のものを想定
し、車いす利用者を想定してはいない。そのため、廊下
幅や浴室などは、一般の住宅規模で設計された。事例 G
では，費用低減のためエレベータはシャフト部分のみ用
意され，現状では設置されていない。同じく 2 階建て
の事例 O では，エレベータは設置されていない。事例
G では「GH 等の強みは，入居者の区分が上がると収入
が上がる点である。ただし，その分設備投資が必要とな
る」との意見が，事例 E では「スペースが無いとスト
レスになるため，広いことが大前提であった。その分経
費がかかった」との経験が示さた。
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事例 A
2010 年前後の入居者の平均年齢は 57 歳と高齢で，地域で自立生活を新た
に始めることは難しかった。長年暮らしている利用者（地方出身者）にとっ
ては，地域はここであった。実際，担当の福祉事務所・自治機関は遠隔地に
あり相談は困難である。

事例 B
利用者は，高齢なこともあり，２年３年で次のステップに移れるわけではな
く，長い目で見ていかなければならない。施設は利用者にとって第二の家庭
である必要がある。施設といっても，家庭以上の生活を提供しているが，そ
れがなかなか理解されない。

事例 C

ここまでできるようになれば家に帰れるようになるかもしれない，というモ
チベーションを利用者に持たせて，リハビリを行っている。障害者自立支援
法の良かったところは，施設から出すという発想を与えたこと。出る時イコー
ル病院という認識が根づき，家に帰るという選択肢を忘れていた，地域に帰
せと言われて，GH 等を初めて考えだした。

事例 D
授産施設であった時の，9 時までに掃除，朝礼，17 時まで作業という規則
正しいスタイルが変わり，なじめず落ち着けない利用者もいる。新体系に変
わり，今までの慣れていた生活から，自分で考えて行動しなければならない
生活になったことで，苦痛に感じる利用者もいる。

事例 E
以前は当施設でリハビリを行ってから，社会へ出て行く流れがあったが現在
は無い。新体系の移行により，更生施設・リハビリ施設は生活介護になり，
次のステップへ進む流れはなくなってしまった。

事例 F
授産では最後まで入居者の面倒を見れないと考え，生活介護に移行した。今
の状態のまま終末介護をするつもりである。入居者は，授産がなくなり工賃
が下がったことや日割りになって利用費高くなったことが原因で，生活は変
わらないが使えるお金が少なくなった。

事例 G
以前は 2 〜 3 人部屋だったが，GH 等に移行し個室に変わった。最初は入居
者に不安もあり家族も心配したが，慣れたら干渉されず快適に過ごしている。
地域移行できる入居者もいるが，GH 等での生活に慣れてしまい，出ようと
する人はいない。外出も自由なので，わざわざ居住の場を移そうと思わない。

事例 H
入居者には障害者区分 1 〜２の軽度の入居者もいるが，新体系に移行した今，
これから軽度の人を受け入れるのは難しいと思われる。障害者区分が軽度の
方が当施設の就労事業への就職を目指しても，現在の施設入所支援が利用で
きない。自立支援法によって，障害者の居住の場（入所施設）が減っている。

事例 I

新体系移行にあたって，入居者が自分の将来に危機感をもち，クオリティオ
ブライフを考えはじめ，自分の生活はこれでいいのかという気づきが生まれ
た。自立支援法になってから，利用料が明確になったため，ただで面倒を見
てもらっている訳ではなく年金の収入の中から利用料を支払っており，社会
参加しているという権利意識が生まれてきた。

事例 J
入居者は重度ではなく元気で，今まで培ってきた作業をやめることはできな
いので，生活介護といいながらも作業して工賃を払っている。利用者にとっ
ては，制度によって生活の変化は無かった。それを目指して移行した。

事例 K

就労を中心に行ってきたため，施設入所は最初から選択肢に無く，GH 等と
福祉ホームに移行した。本来は GH 等で訓練して福祉ホームという順番のは
ずなのだが，福祉ホームがバリアフリーになっているので，重度の人が福祉
ホームに行って，民間の一軒家を借りている GH 等に（知的の）軽度の方が
入るという，逆転現象が生じてしまっている。

事例 L

（もとの事業である）福祉工場は，障害者であっても健常者であっても，お
互いに法人から雇用された労働者。制度的には職員と利用者と別れているが，
中で働いている私たちからすると区別がない。ところが自立支援法がはじま
り，あなたたちは利用者だ，利用料を払いなさいとなった時点で，利用者の
方は非常にプライドを傷つけられた。こんなところでやっていられないと辞
めてしまった人もいる。

事例 M

我々は重度授産からはじまっている。どんなに障害が重たい人でも，私たち
は環境を変えることによって働けると主張してきたわけだから，止めるわけ
にはいかない。障害が重くなってきてもその人のリズムで働くことに希望が
あれば，例えばそれまで6時間働いてきたのを2時間にして自分の生活のペー
スを作ってゆくということが，ものすごく大事なことだと思う。（時間は限
られていても働くことが）生きる意欲につながるし，参加することの豊かさ
であると思う。

事例 N

ここは内部障害などの身体障害者が「働く」ことから始まっているので，初
期は軽度の方が多かった。30 年 40 年たって高齢化し，こちらからみるとも
う働けないのでは，と思うような人がここでまだ働いている。本当に入所の
必要性が高い人には入所支援と生活介護に移っていただいたが，働きたい意
志の強い方もいらっしゃって，それらの方は経過措置として，入所を利用し
ながら働いている。

事例 O
移行にともない特にＢ型については給与が下がるので，5 年間くらいでＢ型
については段階的に給与保障を行った。新法に移行した結果，能力に応じて

（報酬を）配分をしてゆく，という考え方に切り替えざるを得ない。

表 5-3　新体系移行による入居者の住生活環境の変化

い現状に批判的な意見が聞かれた。
　他方，事例 C・I では新体系移行によって地域へ帰る
ことや社会参加の意識が生まれたとして，支援法による
新たな体系が利用者の生活に良い影響を与えたと評価し
ている。事例 J では，制度によって入居者の生活が変わ
らぬよう極力努力し，結果として入所者の生活には変化
がなかったとの状況が述べられた。
　入居者が高齢化している事例 A・B・F では，施設が
就労の場というより入居者の「家庭」となっている状況
が強調された。GH 等に移行した事例 G では，入居者が
順調に GH 等での生活に慣れ，地域へ「わざわざ居住の
場を移そうと思わない」状況になっていることが報告さ
れた。

5.4　地域移行に関する意見
　地域移行に関する各事例での意見を，以下に示す（表
5-4）。支援法が掲げる障害者の住まいの地域移行への方
向性について，理念については共感されているが，その
現状については批判的な見解で各施設が一致している。
問題は大きく分けて２点あり，１点目は事例 A での「地
域に受け皿が出来たわけではない」という見解に見られ
るように，具体的な地域居住の場が支援法では担保され
なかったことである。
　２点目として，事例 B の「今現在，障害者へのサポー
トが地域単位で確立していない」との意見や，事例 F の

「車いすの利用者にとって通所は困難」との意見に示さ
れるとおり、居住以外の日常生活や移動に関するサポー
トについて、地域が身体障害者を受け入れる状況に無
い、との問題が指摘された。事例 N での「義足をつけて（ア
パートで）一人暮らしをしている人が，外階段を歩く音
がうるさいといって追い出されたことがある」とのコメ
ントも，この問題の深刻さを示している。
　加えて「目的を持った地域移行で無いと、意味が無い
と考える利用者が多い」（事例 I）.「そういう人たち（入
居者）がそこ（地域）でなにをするのか，という発想が
非常に乏しい」（事例 L）など，地域移行の内容につい
ての疑問も見られた。

表 5-4　地域移行に関する意見

事例 A
自立支援法に法制度が移行してから，制度としては地域中心になってきてい
るが，地域に受け皿ができた訳ではない。小規模で地域のなかで暮らすこと
は良いと考えている。

事例 B これからの施設は小さくし，社会資源に大きくサポートされるものであるべ
きだが，今現在，障害者へのサポートが地域単位で確立していない。

事例 C
障害者の地域居住に関して地域密着型を望んではいるが，地域の人々がどこ
まで助けてくれるのか不安。広島や神奈川では，GH 等の建設さえ認められ
なかったと聞いた。

事例 D
建て替えをして今の場所に居座るのではなく，地域の中に入って行くべきで
あり，そのときの体制は入所施設ではなく GH 等だと考えている。しかし（支
援法では）「地域に帰す」と簡単に言われるが，職員の目が届かないため警
察沙汰になる危険性もあり，不安である。

事例 E
当施設が，実際に入所をやめた場合，今の入居者が移れる住まいの場がない。
自治体には居宅介護の支援をできる事業所自体がない。自立支援法は，東京
でしか通用しない。

事例 F 自立支援法では「地域へ」と言われるが，地域で面倒をみるのは困難な現状。
車いすの利用者にとって，通所は困難である。

事例 G
身体障害者の地域移行は難しい。地域の見守り体制が弱い。親亡き後どうす
るのか。自立支援法だけでは地域移行は実現できない。自治体が後押しして
くれないと難しい。

事例 H
支援法の理念は良いが，地域という言葉だけで住む場所を全く保証していな
い。地域に，障害者を受け入れるバリアフリー住宅などの受け皿が極めて少
ない。

事例 I 出身地に帰るのならいいが，単なる地域移行がいいのかは疑問である。目的
を持った地域移行でないと，意味がないと考える利用者も多い。

事例 J
１〜２ヶ月いた脊損の 20 歳の利用者は，ヘルパーを利用して一人でアパー
トを借りて生活している。彼の姿を見ると GH 等（での生活）なんて誰でも
できると感じる。

事例 K
宿舎は一時無くすつもりでいた。一定の所得があってバリアフリーにすれば
出て行くので，（宿舎を）無くせないかと思った。ところが，地方の公共交
通機関は路線の廃止や削減があり，また雪の問題もあって通勤ができない。
暫時削減する方向では考えているのだが。

事例 L
昨今の議論は住まいの場をどう確保するかということだけで，地域にどう出
すか，という発想だけ。そういう人たちがそこで何をするのか，という発想
が非常に乏しい。

事例 M
私たちが一番苦労しているのは，地域生活移行の中で，重度の身体障害者が
住める場所がない（ということ）。民家を借り上げて改造しないと，車いす
の人は生活できない。

事例 N
障害者が住めるようなアパートは，存在しても問題がある。義足をつけて一
人暮らししている人が，外階段を歩く音がうるさいといって，追い出された
こともある。地域のアパートで生活するのは，災害などもあり，よほどいろ
いろな設備があり，地域の手助けも受けられるところで無いと安心できない。

事例 O
（当施設は）あくまでも授産を行う中で，働ける方が入所されている。その
意味で，居住だけを整えてやれば（地域移行は）一定程度できる。ただし，
GH 等であれば良いが，一軒のアパートに入って食事提供やホテルコストも
家賃も必要，ということになると，入る方がいるか疑問。
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図 6-1　入居者の年齢構成

図 6-2　平均入居年数と平均年齢の関係

表 6-2　主成分分析による成分行列

表 6-3　各グループの主成分に対するクラスタ中心の距離

表 6-1　入居者の年齢構成

6.　入居者に関するアンケート調査結果
6.1　年齢構成と居住年数
　入居者に関するアンケート調査より，まず入居者の年
齢構成をヒストグラムにて示す（図 6-1）。10 代の入居
者も存在する一方，大半は 50 代から 60 代であり，80
代の入居者も見られる。
　次に，事例別の入居者の平均年齢と平均入居年数を，
平均年齢の高い順に示す（表 6-1）。平均年齢について
は事例 E- ３が 61.1 歳ともっとも高く，事例 I（60.6 歳），
事例 J-1（59.8 歳），事例 F（58.7 歳），事例 A（57.6 歳）
と続く。支援内容をみると，上記５事例のうち４事例が
施設入所＋生活介護で，事例 I のみ施設入所＋就労移行
支援／就労継続 B 型である。入居者の年齢の若い事例
を見ると，事例 B が 39.6 歳と最も若く，事例 O-2（41.4
歳），事例 E-2（46.4 歳），事例 K-2（47.6 歳）と続く。
　支援の内容との関係を見ると，平均年齢の高い上記５
事例はすべて居住支援は施設入所支援であり，日中活動
は事例 J-1 をのぞきすべて生活介護である。平均年齢の
若い上記４事例については，居住支援はすべてが GH 等

6.2　入居者の生活動作・意思疎通の状況
　次に，各事例における入居者の状況を把握するため，
年齢・車いすの利用の有無・屋内移動・入浴・トイレ・
着替え・食事・意思決定・意思伝達の行為に関する項目
について，主成分分析を行った。結果，固有値が 1 以
上の 3 つの主成分が抽出された（累積寄与率 69.2％）。
　成分行列（表 6-2）からは，第 1 主成分は「着替え」「食事」

「屋内移動」「トイレ」など、日常生活動作に関係する項
目に特に高い負荷を示していることより生活動作の困難
さを，第 2 主成分は「意思決定」「意思伝達」に高い負
の負荷を示していることより意思疎通の容易さを，第 3
主成分は「年齢」に高い正の負荷を示していることより
高齢化を示していると解釈できる。
　続いてこれら３つの主成分得点によって非階層的クラ
スター分析（k-means 法）を行い，入居者を４つのグルー
プに分類した。それぞれのグループのクラスタ中心の距
離（表 6-3）からは，グループ 1 は意思疎通は容易だが
生活動作にある程度困難があるもの，グループ２は若年
で生活動作が容易なもの，グループ３は生活動作が困難
で意思疎通にもある程度の困難があるもの，グループ４
は高齢ではあるが生活動作は容易なものが属しているこ
とがわかる。
　このグループ分けに従い，それぞれの事例における入
居者の属するグループの人数と割合を算出し、表 4-4 で
示した居住支援と日中活動の組み合わせによってまとめ
た（図 6-3）。これより、以下の事柄が読み取れる。
　まず「施設入所＋生活介護」に移行した事例を見ると、
生活動作に困難があるグループ１や生活動作・意思疎通

0

50

100

150

200

0 〜 19
４

（人）

41 54
71

53

６

141

186

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代

開設年 調査時の
経過年数

年齢 入居年数 支援
平均 標準偏差 平均 標準偏差 居住 日中

事例 E-3 1982 年 30 61.1 12.8 18.3 11.8 施設入所 生活介護
事例 I 1974 年 38 60.6 10.3 20.5 10.4 施設入所 就労移行 +B 型

事例 J-1 1962 年 50 59.8 11.3 26.9 24.4 施設入所 生活介護
事例 F 1981 年 31 58.7 10.7 17.6 11.5 施設入所 生活介護
事例 A 1971 年 41 57.6 10.5 12.9 10.2 施設入所 生活介護
事例 N 1976 年 37 56.1 13.0 18.7 12.5 施設入所 生活介護 +B 型
事例 D 1984 年 28 55.1 16.2 12.4 9.7 施設入所 生活介護

事例 L-1 2009 年 4 53.9 14.5 3.7 0.8 施設入所 生活介護
事例 C-1 1987 年 25 53.1 13.5 14.2 8.3 施設入所 生活介護 +B 型
事例 G 2010 年 2 53.1 14.6 2.0 0.3 GH 等 B 型

事例 E-1 1963 年 49 52.6 11.7 17.5 13.0 施設入所 B 型
事例 M-1 1973 年 40 50.0 13.5 15.2 11.4 施設入所 B 型
事例 L-2 2009 年 4 48.3 13.3 3.3 1.2 福祉ホーム B 型
事例 K-2 2010 年 3 47.6 15.9 2.2 1.0 GH 等 A 型 +B 型
事例 E-2 2011 年 1 46.4 19.7 1.0 0.0 GH 等 一般就労 +B 型
事例 O-2 2012 年 1 41.4 16.1 1.7 0.5 GH 等 A 型 +B 型
事例 B 1983 年 29 39.6 14.2 8.3 5.8 福祉ホーム B 型

5 10 15 20 25 30
30

35

40

45

50

55

60

65（歳）

事例 B

事例 M-1
事例 E-1

事例 J-1
事例 E-3 事例 I

事例 N事例 C-1

事例 A 事例 F
事例 D

（年）

y=0.91x+39.98

第１主成分 第２主成分 第３主成分
年齢 0.146  0.102  0.967

車いす利用 0.386  0.568 -0.070
屋内移動 0.769  0.042  0.027

入浴 0.745  0.246  0.017
トイレ 0.769  0.225 -0.182
着替え 0.847  0.233 -0.100
食事 0.794 -0.107 -0.065

食事形態 0.643  0.173  0.149
意思決定 0.636 -0.680 -0.011
意思伝達 0.640 -0.647  0.062

グループ１
（77 名）

グループ２
（130 名）

グループ３
（57 名）

グループ４
（292 名）

第 1 主成分（生活動作の困難さ） 0.684 -0.488  2.167 -0.386
第 2 主成分（意思疎通の容易さ） 1.451 -0.204 -0.626 -0.169
第 3 主成分（高齢化） 0.101 -1.311 -0.299  0.615

または福祉ホームで，日中活動もすべて就労系である。
　調査時における施設の開設からの年数（新体系移行後
に開設した事例 E-2，G，K-2，L-1，L-2，O-2 を除く）と，
各事例の平均年齢・平均入居年数には有意な相関は見ら
れなかったが，平均入居年数と平均年齢には有意にやや
高い相関が見られた（r=0.709，図 6-2）。
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図 6-3　各事例に占めるグループの人数（割合）

に困難のあるグループ３が半数以上を占める事例（事例
L-1・A・F）や、高齢のものが多いグループ４が大半を
占める事例（事例 E-3・J-1）が見られる。
　「施設入所支援＋生活介護／就労」や「施設入所＋就
労」に移行した事例をみると、グループ１・３の占める
割合が減少し、若年で生活動作の容易なグループ２が増
加する。
　「福祉ホーム＋就労」や「GH 等＋就労」に移行した
事例では、事例Ｇを除きグループ２とグループ４のみで
構成され、事例Ｇにおいてもグループ２・４で 80％強
を占める。

7.　分析
7.1　ヒアリング結果が示す新体系への移行の実体
　個別のヒアリング結果からは，新体系への移行におい
て，事例それぞれの課題が存在したことが明らかになっ
た。まず問題となったことに，施設での生活を希望すれ
ば就労が継続できないということがある。これは，就労
の場に併設する宿舎として設立された事例以外（事例 C・
D・G）でも課題として挙げられた。
　各事例では就労を止めるか，就労を継続するかの選択
を迫られた。前者を選択した場合，「施設入所支援」は
身体障害の軽度の利用者は利用できず，居住の場が失わ
れる可能性に直面した（事例 B・D・E）。後者を選択し
た場合は，入居者に新たな居住の場を提供する必要が生
じた。ここで事例 B は既存施設が個室（表 4-2）であっ
たため，福祉ホームに転換することで居住の場が確保で
きたが，事例 D・E では既存施設が個室ではなく，GH
等の新設などが求められた。加えて 2009 年 7 月まで身
体障害者は GH 等の利用が認められず，事例によっては
居住支援を継続する選択肢すら無い状況であった。
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　身体障害者が GH 等の利用者に含まれても，GH 等に
容易に移行できるわけでは無かった。その理由は，利用
者が身体障害者であり，既存住宅等を改修して GH 等と
して利用することが難しいことにある。GH 等を新築し
た事例でも，充分な面積の確保やエレベータの設置など
による，資金面での困難が発生している（事例 E・G）。
　新体系が目指した地域移行への課題として，上述の居
住の場の確保のみならず，地域でのサポートの不足や通
所の困難，地域の理解不足など，多く解決すべき事柄が
残されていることも明らかになった。

7.2　入居者の状況と新体系への移行状況の関係
　入居者に関するアンケート結果からは、まず入居者の
年齢構成について，現状では 60 歳代が最も多く，加え
て入所期間が長いほど高齢化が進んでいることが示され
た。また平均年齢が高いほど「施設入所支援＋生活介護」
に，低いほど「GH 等／福祉ホーム＋就労」へ移行して
いる傾向がみられた。
　しかしながら，身体特性と意思疎通の状況による分類
からは，かならずしも平均年齢のみが移行形態の決定
要因では無いことが読み取れる。図 6-3 からは，生活動
作に困難を持つグループ１や，生活動作・意思疎通に
困難を持つグループ３に属する入居者が多い事例（事
例 L-1・A・F）で「施設入所支援＋生活介護」への移行
が見られる。また福祉ホームや GH 等に移行した事例の
ほとんどは，入居者は生活動作に困難の少ないグループ
２・４のみに属している。

7.3　各事例の成立の状況から見た移行状況
　最後に，各事例の成立の状況から新体系への移行状況
の分析を行う。
　まず，事例 A・B・E・H・J・K・L・M・N・O において . 施
設は「就労の場」として成立している（表 4-3）。一度「就
職」すれば継続的に働くことが前提とされるため，入
所年数とともに年齢も高年齢化してゆく（図 6-2）。施
設の開設から 30 年，長い事例で 50 年が経過した現在，
入居者の多くが高齢化していることが，入居者の状況の
調査結果に表れている（表 6-1）。高齢化は進んでいる
が就労を望む入居者も残る中で，各施設は難しい判断を
迫られ，新体系への移行期限ぎりぎりまで対応が検討さ
れた（表 5-1）。
　比較的若年で日常生活にも問題の少ない入居者の多い
事例 B・L-2・O（図 6-3）は，福祉ホームか GH 等に転換し，
就労を継続することができた。この経緯を見ると，事例
B は「全室個室だったことが幸いし」（表 5-1），福祉ホー
ムに転換が可能であった。事例 L-2・O では，新たに施
設を建設し全個室としている（表 4-1）が，これは経営
状況の厳しい法人には困難である。
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8.3　本研究結果の一般性に関する考察
　最後に，15 施設に関する調査結果が 3 章で示した全
国的な状況にどれだけ妥当するのかについて，考察を行
う。
　本調査での主な結論は２点あり，１点目は新体系の移
行に伴い就労可能な身体障害者入所授産施設の入居者が
就労をあきらめざるを得ない状況が生じたこと，２点目
は GH 等への移行を基本とした地域移行の実現が実態と
しては極めて困難であることである。
　まず１点目について，就労が継続できなくなる状況は

　「就労の場」として成立していない事例 C・D・F・G・
I を見ると，入居者の平均年齢は決して低いわけでは無
い（表 6-1）が，入居者の生活動作・意思疎通に関する
分析からは比較的多様な入居者で構成されていることが
わかる（図 6-3）。新体系への移行に対する状況につい
ては，通所事業の移行にともない「やむなく」施設入所
支援に移行した事例 C，就労継続の希望が叶わなかった
事例 D，就労を継続するために入居者を減員して GH 等
を設立した事例 G，入居者の重度化・高齢化に伴い自然
に生活介護に移行した事例 F，経過措置を利用して当面
の入所を続ける事例 I と，様々である（表 5-1）。

8.　考察
8.1　身体障害者入所授産施設に支援法が与えた影響
　これまでの分析より，サービスを日中活動と居住支援
に分割し，重度のものには施設入所支援＋生活介護，軽
度の者には GH 等＋就労系サービスを想定した支援法の
枠組みは，「就労の場」として成立した身体障害者入所
授産施設の入居者の実態からすれば，対応することが極
めて難しいものであり，特に就労の継続ができなくなる
可能性が生じたという点で，大きな影響を与えた。
　この理由には，支施設入所支援は重度のもの，すなわ
ち生活介護を必要とするもののみが利用するという，支
援法の前提が挙げられる。今回の調査結果からは，形式
としては「施設入所」であっても，実態としては「社員寮」
のような形で運営されてきた施設（事例 H・L）や，「ど
んなに障害が重たい人でも，私たちは環境を変えること
によって働けると主張してきた」施設（事例 M）のよ
うな事例の存在が明らかとなった。結果的に経過措置的
に施設入所支援と就労との組み合わせが認められること
になったが，このような事例の実践に対し，より細やか
な支援の仕組みが必要である。
　他方で，「就労の場」として成立したわけでは無い事
例においては，新体系への移行について「支援法の良
かったところは，施設から出すという発想を与えたこ
と（事例 C）」「入居者が自分の将来に危機感をもち，（中
略）自分の生活はこれでいいのかという気付きが生まれ
た（事例 I）」などの意見が見られ，支援法によって入
居者・施設に肯定的な影響がもたらされたことがわかる

（表 5-3）。

8.2　地域移行の実態と課題
　「施設から地域へ」という，支援法の地域移行への理
念は，ほとんどの事例で望ましいとされたが，実際に対
応することは困難である現状も示された（表 5-4）。こ
こでのもっとも大きな問題は，居住の場の確保である。
　支援法では，障害者の地域居住の場として GH 等が想
定されたが，身体障害者に関してはそもそも利用者に含

住居形態 戸数 割合
既存の戸建て・長屋等の一般住宅 1617 45.7
既存の集合住宅 640 18.1
元社員寮等 107 3.0

既存改修小計 2364 66.9
新築の戸建て・長屋等の一般住宅 207 5.9
新築の GH 等専用戸建て住宅 632 17.9

新築小計 839 23.8
合計 3536 100.0

表 8-1　全国のGH等の住居形態（文献５を基に筆者作成）

まれていなかった。この理由は定かではないが，身体だ
けに障害があるものは自宅でホームヘルプを利用して生
活することが可能である，と想定されたためであると推
測できる。しかしながら，入居者の生活動作・意思疎通
の状況分析（図 6-3）で示したとおり，入所授産施設の
利用者には身体の障害のみならず，意思疎通・意思決定
にも困難を持つものが多数存在する。そのような人びと
に対し，ホームヘルプを利用しての単独居住は現実的で
は無い。
　2009 年 7 月以降は身体障害者も GH 等の利用者に加
えられたが，この制度変更によって新たな問題が顕在
化した。身体障害者が GH 等に入居するためには，その
建物が充分にアクセシブルである必要があり，また筆
者（2011）文４）は重度身体障害者 GH について，知的障
害者 GH 等に比べ特に浴室やトイレの面積が約 2 倍であ
ることを指摘している。既存住宅を改修・転用した GH
等でそのような条件を満たすことは難しく，また法人が
GH 等を新設することも，費用負担の面で困難である（表
5-2）。事例 G・O など新築の GH 等であっても，現状で
は重度のものが使えない部分を残している（図 5-1）こ
とは，費用負担の問題の深刻さを示している。
　日本グループホーム学会が行った全国調査（2013）文

５）によれば，GH 等として利用されている施設のうち既
存施設を改修したものは 66.9％で，GH 等専用として新
築されたものは 17.9％にとどまっている（表 8-1）。ま
た GH 等の利用者に関しては，97.4％までが知的・精神
障害者で，身体障害者はわずかに 6.9％である。住居形
態と GH 等の障害種別との関係についてのデータは存在
しないが，新築によっても身体障害者が利用可能な環境
整備は難しいことが，この調査結果からも推察される。
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9.　まとめと今後の課題　
　本研究では，自立支援法による新体系に，旧法上の身
体障害者入所授産施設がどのように対応（移行）したの
か，またそれによって利用者にどのような影響が生じた
のか，主にヒアリング調査によって明らかにした。
　結果として，就労の場の宿舎として利用されてきた身
体障害者入所授産施設の一部では，入居者が就労を継続
できない状況が発生したこと，また GH 等による地域移
行が現状では極めて難しいことが明らかになった。
　今後の課題として，身体障害者が利用可能な地域居住
の場の確保のための方策，並びにそのような住まいに求
められる性能の特定が挙げられる。

謝辞
　お忙しい中，快く訪問によるヒアリング調査とアン
ケート調査，並びに施設見学を受け入れて頂いた施設の
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＜注＞
１）旧法上のサービス体系と，支援法におけるサービス体系

の概略を以下に示す。
【居宅サービス】
・デイサービス
・知的／精神障害者グループホーム

【入所施設サービス】
・重症心身障害児施設
・身体障害者療護施設
・身体／知的障害者更生施設
・身体／知的／精神障害者授産施設
・身体／知的／精神障害者福祉工場
・知的障害者通勤寮
・身体／知的／精神障害者福祉ホーム
・精神障害者生活訓練施設

【日中活動】
・療養介護
・生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援 A 型・B 型
・地域生活支援事業
　（移動支援やデイサービス等）

【居住支援】
・施設入所支援
・グループホーム・ケアホーム
・福祉ホーム

旧法上のサービス体系 支援法による新サービス体系

＋

施設入所＋生活介護に移行した場合であり，全国調査か
らは 81 事例が該当する（図 3-3）。しかし，これらすべ
てにやむを得ず就労をあきらめた状況が妥当するとは考
えづらい。就労の場に伴う宿舎としてはじめられたもの
でない事例（事例 F）においては，新体系移行において
当然の選択として生活介護を選択している。このような
状況は，全国の他の事例にも当てはまるであろう。
　次に 2 点目について，GH 等による移行を基本とした
地域移行の困難は，全国的に妥当すると考えられる。理
由は，今回明らかになった GH 等への移行の困難は制度
上の問題であり，サンプリングや地域によらず成立する
ためである。施設入所支援についての利用可能な日中活
動や障害程度区分に関する相次ぐ緩和措置は，このよう
な状況を如実に表していると言えよう。全国調査の結果
からも，GH 等に完全移行した事例が極めて少ないこと
が示され，この解釈を裏付けている。身体障害者でも
暮らすことのできる GH 等の設立に対しての何らかの補
助，または設立を促進する方策が求められる。

２）グループホームとは，法律上は「共同生活援助」と言い，

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者に，主に夜

間において，共同生活を営むべき住居において相談その

他の日常生活上の援助を行うサービスである。対象者は

障害程度区分注４）が 1 以下のものである。ケアホームと

は法律上は「共同生活介護」と言い，共同生活を営むべ

き住居に入居している障害者に，主として夜間において，

入浴，排せつ及び食事等の介護，調理，洗濯及び掃除等

の家事，生活等に関する相談及び助言，就労先その他関

係機関との連絡，その他の必要な日常生活上の支援を行

うサービスである。対象者は障害程度区分 2 以上のも

のである。施設要件は，グループホーム・ケアホームと

もに定員が 4 人以上 10 人以下，居室は原則として個室

で，床面積は収納設備等を除き 7.43㎡以上である。なお，

2014 年 4 月からグループホーム・ケアホームは一元化

される予定である。

３）施設入所支援とは，施設に入所する障害者に主として夜

間において，入浴，排せつ及び食事等の介護，生活等に

関する相談及び助言，その他の必要な日常生活上の支援

を行うサービスである。定員は 30 人以上で，居室定員

は 4 人以下，利用者 1 人あたりの床面積は，収納設備等

を除き 9.9㎡以上である。

４）障害程度区分とは，障害者の心身の状況に応じて区分１

から区分６までに分類したものであり，区分の数値が大

きいほど支援の必要性が大きいとされる。これは全国共

通の 106 項目からなる調査項目に従い市町村が行った調

査結果に基づき，コンピュータ・ソフトによって行われ

る 1 次判定と，その後市町村審査会の審査判断（2 次判定）

を経て決定される。なお，2014 年 4 月から「障害支援

区分」に名称が変更される予定である。

５）この障害程度区分による利用制限は，2009 年 3 月に旧

法上の入所施設に入所しているものについて引き続き施

設入所支援を利用できるように緩和され，2011 年 10 月

には日中活動として就労系サービスを利用しているもの

でも，やむを得ない理由や市町村の判断によって施設入

所支援を利用できることとなった。

６）生活介護とは，施設において，常時介護を要するものに

つき，主として昼間において，入浴，排せつ及び食事等

の介護，調理，洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関

する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行

うサービスを言い，障害程度区分 4 以上（50 歳以上の

ものは 3 以上）が対象者である。

７）WAM NET（ワムネット）とは，福祉医療機構が運営する，

福祉保健医療関連の情報を総合的に提供するサイト。

８）WAM NET 上の情報は逐次更新されるため，本稿では最

終的に 2013 年 10 月末のデータを使用した。この際，

WAM NET 上にて明確に新体系への移行状況が判明した

施設は 170 施設中 50 施設であり，それ以外の 120 施

設については，当該施設や運営法人のホームページよ

り移行状況を把握した。その際参照したホームページ

の一部を以下に示す。http://www.okicolo.or.jp/?page_
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９）福祉ホームとは，障害者に低額な料金で居室その他の設

備を利用させ，また日常生活に必要な便宜を供与する施

設である。定員規模は 5 人以上，居室は原則として個室，

1 人あたり 9.9㎡以上である。

10）就労継続支援 B 型とは，通常の事業所に雇用されるこ

とが困難な障害者に，生産活動その他の活動の機会の提

供，その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練，その他の必要な支援を行うサービスである。

11）就労移行支援とは，就労を希望する障害者に，必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練，求職活動に関す

る支援，その適性に応じた職場の開拓，就職後における

職場への定着のために必要な相談，その他の必要な支援

を行うサービスである。

12）就労継続支援 A 型とは，企業等に就労することが困難

な障害者に，雇用契約に基づき，生産活動やその他の活

動の機会の提供，また就労に必要な知識及び能力の向上

のための訓練，その他必要な支援を行うサービス。

13）表 4-1 では，１つの事例が複数の施設を運営している

場合，施設ごとに「—１」「—２」などの枝番号を付加

して示した。以下，それぞれの施設について言及する場

合は枝番号を付記して，また事例全体について言及する

場合は事例名のみにて表記する。

14）「重度身体障害者入所授産施設」と「身体障害者入所授

産施設」の位置づけや創設の経緯は，各種資料において

も明らかにすることはできなかった。しかし事例 A での

ヒアリングにおいて「国立大蔵病院の一角を借りて看護

師が身寄りの無い傷痍軍人のために始めた施設が身体障

害者授産施設の始まり」とのコメントが，事例 N のヒア

リングにおいて「身体障害者の授産施設は重度身体障害

者収容授産施設から発生している」「平成 15 年度以降に

重度と一般が一緒になって，障害障害者授産施設になっ

た」とのコメントが得られていることから，重度身体障

害者入所授産施設は傷痍軍人の収容施設として戦後まも

なく開始されたこと，その後通所授産施設が制度化され

そのための通勤施設として入所授産施設が開始されたこ

と，並びにその後両施設が統合されたことが推察される。

15）通所ホームの制度的位置づけや詳細は明らかにすること

ができなかったが，事例 A では「国が厚生省令で通所ホー

ム事業を発布した直後に通所ホーム 6 床を開設したが，

途中で福祉ホーム事業が制度化され，通所ホーム事業が

なくなった」，事例 M では「1961 年に福祉ホームがで

きたのだが，その過渡期のころに身体障害者通所ホーム

という制度ができた」とのコメントが得られている。

16）障害者コロニーとは，1970 年前後から国の施策として

各地に建設された大型入所施設で，代表的なものに愛知

県心身障害者コロニー（1968 年，定員 400 人），大阪

府立金剛コロニー（1970 年，定員 850 人），国立コロニー

のぞみの園（1971 年，定員 550 人）などがある。
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